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はじめに

平成2年6月の老人福祉法及び老人保健法の改正

により平成5年4月から施行される老人保健福祉計

画に関し，本部会は，平成2年度の地方老人保健福

祉計画研究班（大森弥班長）報告「老人保健福祉計

画の策定－その基本的考え方－」を踏まえて，市町

村及び都道府県における老人保健福祉計画の策定指

針について検討を行ってきたが，今般，以下のとお

り，老人保健福祉計画策定指針の骨子をとりまとめ

た。

この計画策定指針の骨子のとりまとめに当たって

は，本計画が全市町村において策定されることに鑑

み，すべての市町村において策定可能となるものに

することを最優先に考慮したところである。

この骨子は，主要となる事項を明らかにしたもの

であり，行政上必要とされる，より具体的事項や細

部については，都道府県や市町村の行政実務者，保

健，福祉，医療関係者等の意見を踏まえながら，更

に検討を行うことを期待したい。

また，厚生省においては，その検討を踏まえ，老

人保健福祉計画の策定に必要なマニュアルを作成す

べきものと考える。

この計画策定指針の骨子でも明らかなとおり，市

町村及び都道府県における老人保健福祉計画の策定

については，地域の要援護老人等に関する現状把握

が必要であり，既にいくつかの地域においては，先
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行的にこの作業が行われているところであるが，今

後平成5年度以前において準備作業に着手する地方

公共団体においては，本骨子に従い，必要な調査等

を行うことが望ましい。

Ⅰ　基本的な考え方

○　計画策定に当たっては，福祉と保健・医療と

の連携推進の観点を踏まし　老人福祉計画と老

人保健計画とを一体のものとして作成すべきこ

と。

○　計画策定に当たっては，在宅優先を基本とす

べきこと。

○　市町村老人保健福祉計画策定に当たっては，

市町村が主体的な役割を担うべきこと。

○　計画策定に当たっては，保健・福祉サ一ビス

についての適切な情報提供をはじめ保健・福祉

サービスを住民がより利用しやすくする環境整

備を推進する観点を踏まえるべきこと。

Ⅱ　市町村老人保健福祉計画

1　策定体制

○　行政機関内部における体制については，次の

とおりとすること。
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・老人福祉担当課（係）及び老人保健担当課（係）

を中心とし，民生課部局及び保健衛生課部局

が緊密に連携をとり検討を行うこと。その際，

保健施設事業を担当する国民健康保険担当課

の参加を求めるよう，配慮すること。

・福祉事務所又は保険所を設置している市町村

は，計画策定に福祉事務所及び保健所を積極

的に関与させることを基本として，策定体制

を組むこと。

・その他関連の担当課（係）との連携も図るこ

と（企画・財政，統計，住宅建築等）。

○　策定に当たっては，学識経験者，地元医師会

をはじめとする保健医療関係者，社会福祉協議

会等の福祉関係者の積極的な参加を求める体制

（計画策定委員会等）をとるとともに，その他

専門家，関係者等の意見を聴く体制をとるよう

配慮すること。

2　住民参加等

○　アンケ一ト調査，ヒアリング，懇談会等によ

り，高齢者の意見やニーズを十分に把握するこ

と。

○　調査等に当たっては，住民のプライバシ一保

護に留意すること。

3　決定・公表

○　都道府県と事前に十分に調整することとし，

決定に先立ち，主要部分原案がまとまった段階

で都道府県の意見を開くこと。

○　策定と同時に，都道府県知事に提出するとと

もに，適宜の方法で住民に公表すること。

○　策定に当たっては，都道府県保健医療計画（二

次医療圏単位の計画を含む。）をはじめ，老人の

保健及び福祉に係る他の計画（基本構想，国民

健康保険高医療費市町村運営安定化計画（当該

計画を立てている市町村に限る。），その他独自

の計画）との調和に留意すること。

4　計画策定の時期

○　基本的には，平成5年度中に策定すべきこと。

○　以前に策定された自治体独自の計画を手直し

して用いることは差し支えないこと。

○　平成5年度以前に策定に着手することは，可

能とし，むしろ奨励すること。

5　計画期間

○　始期は，個々の自治体の事情によるが，平成

5年4月又は平成6年4月とすること。

○　各都道府県において，始期を合わせる指導を

行うことは差し支えないこと。

○　終期は，高齢者保健福祉推進十か年戦略を考

慮し，平成11年度に合わせることが望ましいこ

と。

（保健事業第3次計画（平成4年度～11年度）

と合わせるという観点もある。）

6　現状把握等

（1）人口構成等の現状把握

○　「人口構成」に係る項目は，次のとおりと

すること。

総人口，65歳以上人口，75歳以上人口

なお，過去からの高齢化の進行状況を表す

ことが望ましいこと。

人口の減少や増加傾向を表すことも望まし

いこと。

○　「高齢者のいる世帯の状況」に係る項目は，

次のとおりとすること。

単独世帯，夫婦世帯，同居世帯の教

その変化の傾向も表すことが望ましいこ

と。

○　「人口構成」及び「高齢者のいる世帯の状

況」の将来推計については，人口等調査手法

部会で検討中

○　「高齢者の受診状況や疾病構造」

市町村国保に関する資料等により，入院の

高齢者教，6か月以上入院の高齢者教，受診

率等医療費の三要素，主要疾病分類を把握し，

県内他市町村との比較を行うこと。

○　「住宅の状況」

国勢調整等により，自己所有か賃貸か等を

把握すること。

○　「就業状況」

国勢調査等により，高齢者の就業状況等を

把握すること。

ニーズ把握の際に高齢者一般の就業意欲を

把握することが望ましいこと。

（2）要援護老人の現状把握等

（把握の対象）

○　要援護老人のカテゴリ－は，「寝たきり」，

「痴呆」及びいわゆる「虚弱」とすること。

このうち，「寝たきり」と「痴呆（要介護状
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態である者に限る。）」を要介護老人とするこ

と。

○　把握対象の要援護老人は，在宅並びに老人

福祉施設及び老人保健施設入所者双方とし，

カテゴ1）－ごとに区分すること。

○　医療機関に入院してい1る高齢者につい－て

は，その全体数及び6か月以上の入院者数の

みの把握とすること。

（濱たきり老人の把握）

O　「障害者人の日常生活自立度（濠たきり度）

判定基準（別紙）」に従って，そのランクB及

びCに該当する者を渡たきり老人と定義する

こと。

○　これに従い、，新たに把握することを基本と

すること。
ノメ（

○　これによれない－場合には，当面，当該自治

体でこれまで把握している濃たきり老人数を

用いることで差し支えない、こと。

（痴呆性老人の把握）

○　痴呆性老人調査・ニーズ部会において，痴

呆性老人の出現率及びこのうち要介護者教の

推計方法を検討中であり，これに基づく推計

を用いて差し支えないこと。

（虚弱老人の把握）

○　「虚弱」の定義については，様々な議論が

あるところであるが，厳密な医学的な定義と

してではなく，保健，福祉す－ビスの対象者

を把握するという観点から，当面，「障害者人

の日常生活自立度（巌たきり度）判定基準」

のランクAに該当する者及びランクJに該当

する者のうち生活支援を必要とする者を中心

に，その他生活意欲の減退等により生活支援
／

を必要とする者を合わせて，虚弱老人として

把握すること。

○　これに従い、，新たに把握することを基本と

すること。

○　これによれない場合には，当面，当該自治

体でこれまで把握している虚弱者人数を用い

ることで差し支えないユニと。

○　なお，一人暮らし老人であることをもって

直ちに要援護老人ととらえる必要はない－こ

と。一人暮らし老人であって虚弱である者を

虚弱老人に含めて把握すれば良いこと。
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（把握の方法）

○　新たに藩たきり老人及び虚弱老人の把握を

行う場合におい－ては，保健婦及び福祉業務従

事職員（ソーシャルワーカーを含む）がそれ

ぞれの分野での役割分担を行いながら中心と

なり，その他関係職員（ホームヘルパ一を含

む），民生委員等の協力を得て行うこと。

○　特に改めて痴呆性老人の把握を行う市町村

の参考に供するため，標準的な現状の把握方

法を件成できない1か検討中。（痴呆性老人調

査・ニーズ部会）

（要援護老人の将来推計）

○　基本的には，把握された要援護老人を地域

の人口の年齢階層別高齢化度の伸びで伸ばす

方法によること，痴呆性老人の将来推計につ

い、ては，痴呆性老人調査．ニーズ部会の検討

を待つ。

（3）要援護老人等のこ一ズ把握

○　要介護老人（凄たきり，痴呆）については

悉皆により，虚弱者人及び一般老人について

は抽出によりサービスの利用の現状，利用の

意向等を調査すること。この場合，痴呆性老

人につい－ては，特に改めて痴呆性老人の把握

を行った市町村を除き，相談等により既に把

握されている痴呆性老人につい－て行うものと

すること。

○　利用の現状，意向等を調査するサービスの

範囲としては，シルバ一サ一ビスを含めて当

該市町村の区域におい－て実施されてい、るサー

ビスをできる限り幅広くとらえることが望ま

しい－こと。

（例）　ホームヘルプサービス，デイサ一ビス，

ショートステイ，＼養護老人ホ一ム，特別養護

老人ホーム，養護委託，

機能訓練，訪問指導，健康診査，老人保健施

設，老人訪問看護（訪問‡）ハビリテ一ション

を含む。）

自治体の単独施策，

住民参加型サービス，

シルバーサービス

○　調査員につい－ては，保健婦及び福祉業務従

事職員（ソーシャルワーカーを含む）・がそれ

ぞれの分野での役割分担を行いながら中心と
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なり，その他関係職員（ホームヘルパーを含

む），民生委員等の協力を得て行うエと。

○　既存調査のヂ」タの活用を図り，調査が困

難な場合においては，既存調査に基づく推計

によってもやむを得ない－こと。

7　サ一ビスの実施の現況

○　項目は次のとおりとすること。

①　在宅福祉サービス：ホームヘルプサービ

ス，デイサービス，

ショートステイ，日常

生活用具給付等事業等

の実施状況

②　施設福祉サービス等：特別養護老人ホームへ

③　老人福祉施設

④　老人保健事業

の入所等の措置の実施

状況

：老人福祉施設の整備状

況

：健康教育及び健康才目

談，健康診査，機能訓

練，訪問指導の実施状

況，（国民健康保険の健

康教育，健康診査など

の保健施設事業の実施

状況も盛り込むこと。）

⑤　老人保健サービス等：老人保健施設，老人訪

問看護等の利用状況

⑥　老人保健施設　　：老人保健施設の撃備状

況

⑦　保健関係施設　　：市町村保健センター，

国民健康保険の健康管

理センタ一等の整備状

況

⑥　相談支援機能 ：在宅介護支援センター

等の整備利用状況

⑨　マンパワ一の確保の状況（ホームヘルパー等）

⑩　その他

○　公的サービスのみならず，訪問看護はもちろ

ん，社会福祉協議会，福祉公社等住民参加型サー

ビス，福祉ボランティア（団体），シルバーサー

ビス民間事業者，農業協同組合，生活協同組合

等についても，積極的に盛り込むこと。

○　所在する有料老人ホ一ムの現状（定員及び類

型）もできる限り盛り込むこと。
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8　サ一ビスの目標量

（サービスの種類）

○　サービスの種類については，次のとおりとす

ること。

ホ一ムヘルプサ一ビス，デイサ一ビス，ショー

トステイ，特別養護老人ホーム，養護老人ホ一

ム，養護委託

機能訓練，訪問指導

健康教育，健康相談，健康診査，老人保健施

設

老人訪問看護（訪問1）ハピ1）テ－ションを含

む）

（サービスの目標水準）

○　在宅サービスの総量の算出方法については，

基本的には，次の算式によること。

在宅高齢者の類型別人教 サービスの目標水準 サービスの必要度

○　在宅サ一ビスの目標水準は，基本的には次の

とおりとすること。

【要介護老人】　【虚弱老人】

（藩たきり，痴呆）

．ホームヘルパー　週3－6回　　　週1－2回

・デイサービス　　週2－3回　　週1－2回

．ショ一トスティ　年6回　　　　　年1－2回
＼

・機能訓練　　　週2回（おおむね6か月を限度）

・老人訪問看護　　ノ週1－2回

・訪問指導　　　　年6～12回

＊　このほか，渡たきり者に対する訪問日腔衛生

指導及び訪問栄養指導を年1回，痴呆性老人に

対する訪問指導を年1回

○　上記の目標水準は標準であり，要介護老人に

ついては，地域の要介護老人の障害の程度及び

家庭内の介護力の状況を踏まえて適切な増減調

整を図ること。

○　虚弱老人については，ニーズの幅も広く，一

部のサ一ビスのみを必要とする場合も少なくな

いので，上記の目標水準は一応の目安とし，か

なりの増減があり得ること。

○　ホームヘルプサービスとダイサービス等の間

のように，相互補完性のあるサ一ビスについて，

一方を増加させ，他方を減少させることは差し

支えないものとする。その他地域の実情に応じ



て個々のサービス目標量をある程度増減させる

ことは差し支えない－こと。

○　サ一ピスの必要度は，サービスの供給状況に

応じ変動するものであるので，必要度の決定に

当たっては，ニ一ズ調査の結果を基本としつつ，

サービスの全国並びに当該都道府県内の必要度

の水準も勘案しつつ，定めるものとすること。

○　保健事業の目標水準は，次のとおりとするこ

と。

・健康教育　一般健康教育

重点健康教育

・健康相談　一般健康相談

重点健康ネ目談

保健事業第3次計

画が現在調整中で

あるため，目標水

準は，その結果を

踏まえて別途検討

されるべきである

こと。

・健康診査（基本健康診査及びがん検診）

保健事業の第三次計画の目標値を勘案し，市

町村の実情に合わせて一　目標受診率を設定す

ること。

○　寝たきり要人防止のための啓発活動の方針を

盛り込むことが望ましい－こと。

○　当該自治体の単独施策の目標量を盛り込むこ

とは差し支えないこと。

○　シルバ一サービス等の目標量を盛り込むこと
＼

も可能であれば望ましいこと。

（施設等サービスの目標量）

○　特別養護老人ホーム入所数　　　　　　レ

老人人口の1％強を目安に，待機者数・過疎

者数を勘案して定める。ただし，地域における

医療機関の整備状況等の社会資源の状況を考慮

し定めるものとする。

○　老人保健施設入所者数

老人人口の1％強を目安に，入所希望者・退

所希望者数を勘案して定める。ただし，地域に

おける医療機関の整備状況等の社会資源の状況

を考慮し定めるものとする。

○　養護老人ホーム入所者数

現在の定員数を目安に，待機者数・退所者数

を勘案して定める

○　養護委託者数

現在の委託者の数を目安に，希望者数・委託

解除者数を勘案して定める。
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9　サービスの提供体制の確保

（施設の整備）

○　以下の施設につい－ては，地域バランスを考慮

しながら，箇所数（具体的に示せない－場合は，

幅を持たせて良い），立地（具体的に示せない場

合は，立地の考え方）及び設置主体（具体的に

示せない場合は繁　示さなくても良い－）を明らか

にすること。

①　デイサービスセンター：箇所教は，中学校区

に1か所を基本とす

る

②　短期入所施設

（又はショートステイ専用ベッド数）

：小規模市町村では管

外施設利用の計画で

差し支えない。

③　在宅介護支援センタ一：箇所数は，中学校区

に1か所を基本とす

る。

④　特別養護者人ホ一ム：小規模市町村では管

外委託措置の計画で

差し支えない－。

⑤　老人保健施設

⑥　養護老人ホーム

⑦　ケアハウス

：小規模市町村では管

外施設利用の計画で

差し支えない。

：管外委託措置の計画

で差し支えない。

：老人人口の0・5％の

定員を目安に，当該

地域の高齢者の住宅

事情，希望者数等を

勘案して定める。

管外施設利用の計画

「　で差し支えない。

⑧　その他の軽費老人ホーム：管外施設利用の計

画で差し支えない－。

⑨　高齢者生活福祉センター：過疎等の地域にお

い－て，デイサ一ビス

センターや入所型の

老人福祉施設が設置

できない－場合その他

設置が必要な場合に

設置する。



老人保保健福祉計画策定指針の骨子について

⑩　市町村保健センタ一等：

⑪　有料老人ホーム　　：整備に関して方針の

ある市町村が盛り込

むこと。

⑫　「民間事業者による老後の保健及び福祉のた

めの総合的施設の整備の促進に関する法律」の

施設整備に関して計画のある市町村が盛り込む

こと。

⑬　シルバーハウジング：公営住宅等の新設，

改築の際に整備を検

、　　　　　　　　　　　　討する。

（マンパワ一の確保）

○　次の事項を盛り込むこと。

①　ホ一ムヘルパ一の確保に関する事項

②　市町村保健婦（保健所保健婦）等の医療職種

の確保に関する事項

③　在宅介護支援センター職員の確保に関する事

項

④　老人福祉施設等の職員の確保に関する事項

（民営分について困難な場合には，公営合につ

いて）

（サービス利用を容易にするための事項）

○　次の事項を盛り込むこと。

①　住民からの各種相談に射し，対応できる相談

の窓口の設定に関する事項（在宅介護支援セン

ターの活用を含む）

②　保健・福祉サービスについて，住民に対し，

情報の提供を図るための方法（パンフレット，

広報誌）

③　利用券方式や手続の簡素化など住民が保健や

福祉サービスに近づきやすくするため（アクセ

スの改善）の方法

10　調整及び連携

○　次の事項を盛り込むこと。

①　福祉担当課部局（当該市町村の福祉事務所を

含む）及び保健衛生担当課部局（保健所設置市

については保健所を含む）の役割，両者の連携

（必要な場合は組織再編，統合）に関する事項

②　高齢者サービス調整チームによる連携の推

進，訪問看護ステーションとの連携，国民健康

保険の保健施設事業との連携等保健・福祉・医

療の連携に関する事項

③　要援護老人の処遇に対し，保健・福祉・医療

の関係者が共通に利用できる記録の様式の統一

を図るための方法

④　社会福祉協議会，福癒会社等住民参加型サー

ビス，福祉ボランティア（団体），シルバーサー

ビス民間事業者，農業協同組合，生活協同組合

等との連携・協調・育成に関する事項

⑤　ボランティア等の民間活動への育成援助に関

する事項

⑥　地域福祉碁会による民間活動の事業の援助に

関する事項

⑦　企業ボランティアや企業の社会活動の推進又

はこれへの協力等企業との連携に関する事項

⑧　その他地域福祉活動の推進に関する事項

11　社会参加・生きがい等

○　可能な限り次の類の事項について現状及び方

向性を示すこと。

・老人クラブ，老人大学，高齢者スポーツ大会，

高齢者作品展等の開催，就労促進，その他社

会参加，生きがいづくりに関する事項

・福祉のまちづくりに関する施策（ふるさと21

健康長寿のまちづくり計画策定市町村にあっ

ては，当該計画を活用すること）

Ⅲ都道府県老人保健福祉計画

1　基本的あり方

○　基本的には，市町村計画の積上げにより作成

すること。

市町村計画自体は決定されていなくとも，そ

の主要部分が確定した段階において積み上げる

ことは差し支えないこと。

○　都道府県計画においては，圏域を設定し，圏

域ごとに市町村計画の調整を図るものであるこ

と。

○　作成に当たっては，単なる積上げとせず，在

宅優先等の観点から調整すること。

○　このガイドラインを踏まえつつ地域の実情に

応じて，都道府県が市町村に対して都道府県独

自のガイドラインを示すことは妨げないこと。

2　策定体制

○　行政機関内部における体制については，次の

とおりとすること。

・老人福祉担当課及び老人保健担当課を中心と
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し，民生部局及び保健衛生部局が緊密に連携

をとり，検討を行うこと。その際，保健施設

事業を担当する国民健康保険担当課の参加を

求めるよう，配慮すること。

この場合，高齢者サービス総合調整推進会

議を活用することも考慮すること。

・その他関連部門との連携も図ること（企画・

財政，統計，住宅建築，労働等）。

・各圏域ごとの計画策定に係る調整等について

は，当該圏域の福祉事務所及び保健所に行わ

せる等都道府県の福祉事務所及び保健所を積

極的に関与させることを基本として，策定体

制を組むこと。

○　策定に当たっては，学識経験者，地元医師会

をはじめとする保健医療関係者，社会福祉協議

会等の福祉関係者の積極的な参加を求める体制

（計画策定委員会等）をとるとともに，その他

専門家，関係者等の意見を聴く体制をとるよう

配慮すること。

3　調整等

○　市町村計画の策定支援上必要な場合等におい

ては，都道府県として調査実施，既存統計の圏

域ごと，市町村ごとの整理等を行うこと。

4　決定・公表

○　市町村計画の調整に当たっては，当該市町村

と十分意見交換を行うこと。

○　策定と同時に厚生大臣に提出するとともに，

公表すること。

○　策定に当たっては，都道府県保健医療計画を

はじめ，老人の保健及び福祉に係る他の計画と

の調和に留意すること。

5　計画策定の時期

○　できるかぎり速やかに策定することとし，平

成5年度中に策定することを原則とすること。

○　以前に策定された自治体独自の計画を手直し

して用いることは，差し支えないこと。

6　計画期間

○　始期は，管内市町村の計画の始期を勘案して

定めること。

○　終期は，高齢者保健福祉推進十か年戦略を考

慮し，平成11年度に合わせることが望ましいこ

と。

7　圏域の設定

○　保健・福祉・医療の連携を図る観点から，基

本的には，都道府県医療計画の二次医療圏と合

致させることが望ましいこと。

この場合において，二次医療圏の圏域が老人

保健福祉計画策定上支障が懸念される場合に

は，二次医療圏の変更について検討することと

し，変更ができない場合には，広域市町村圏等

を踏まえて適切な圏域を設定しても差し支えな

いこと。

8　現状把握

○　項目は，市町村計画と同様とするが，必要な

追加は差し支えないこと。

○都道府県全域，圏域ごとに整理すること。

9　サ一ビスの実施の状況

○　項目は，市町村計画と同様とするが，必要な

追加は差し支えないこと。

○　都道府県全域，圏域ごとに整理すること。

10　サービスの提供体制の整備

（施設組織の整備）

○　以下の施設について，圏域ごとに，か所数，

定員等の整備の方針，以下の組織について，設

置運営の方針を明らかにすること。

なお，社会福祉事業従事職員の研修組織，福

祉人材情報センタ一，高齢者総合相談センタ一，

明るい長寿社会推進機構，シルバーサ一ビス推

進組織等については，圏域ごとでなく，都道府

県全域で取り扱って差し支えないこと。

①　ディサ一ビスセンタ一

②　短期入所施設（又はショートスティ専用ベッ

ド数）

③　在宅介護支援センター

④　特別養護老人ホーム

⑤　老人保健施設

⑥　養護老人ホーム

⑦　ケアハウス

⑧　その他の軽費老人ホ一ム

⑨　高齢者生活福祉センター

（過疎等の地域を有する圏域に限る）

⑩　老人福祉センター

⑪　市町村保健センタ一等

⑫　有料老人ホ一ム

⑬　民間事業者による老後の保健及び福祉のため

の総合的施設の整備の促進に関する法律の施設
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老人保健福祉計画策定指針の骨子について

（計画がある場合）

⑭　シルバーハウジング　（計画がある場合）

⑮　社会福祉事業従事職員の研修組織

⑯　福祉人材情報センタ一

⑰　福祉人材バンク

⑱　高齢者能力開発情報センター

⑲　ボランティアセンタ一

⑳　明るい長寿社会推進機構

21　高齢者総合相談センタ一

22　シルバ－サービス振興組織

（マンパワーの確保）

○　都道府県全体における以下のマンパワー確保

策について明らかにするものとすること。

①　ホームヘルパーの確保・研修方針

②　老人福祉施設等の施設職員の確保・研修方針

③　社会福祉士及び介護福祉士の確保方針

④　社会福祉主事の確保・研修方針

⑤　看護婦の確保・研修方針（潜在看護婦の発掘・

訪問看護婦の確保方針を含む。）

⑥　保健婦の確保方針

⑦　理学療法士及び作業療法士の確保方針

○　③から⑦までは，都道府県保健医療計画その

他の計画が利用できるものであればそれを引用

することで差し支えないこと。

11　調整及び連携等

○　次の事項を盛り込むこと。

①　保健部局と福祉部局との連携に関する事項

（必要な場合の組織再編を含む。）

②　小規模町村に対する援助に関する事項

③　高齢者サービス総合調整推進会議の運営方針

等都道府県段階における保健・福祉・医療連携

の方針，及び市町村等地域における連携の推進

援助に関する事項（訪問看護ステーションとの

連携を含む。）

④　社会福祉協議会，福祉公社，福祉ボランティ

ア（団体），シルバ一サービス事業者，農業協同

組合，生活協同組合等との連携・協調・育成に

関する事項

⑤　ボランティア等の民間活動への育成援助に関

する事項

⑥　地域福祉碁会による民間活動の事業の援助に

関する事項

⑦　企業ボランティアや企業の社会活動の推進又

はこれへの協力等企業との連携に関する事項

⑧　健康保険組合等の健康保険の保健施設との連

携に関する事項

⑨　その他地域福祉活動の推進に関する事項

12　社会参加・生きがい等

○　可能な限り次の類の事項について現状及び方

向性を示すこと。

・老人クラブ，老人大学，高齢者スポーツ大会，

高齢者作品展等の開催，就労促進，その他社

会参加，生きがいづくりに関する事項

・福祉のまちづくりに関する施策

Ⅳ　フォローアップ体制

○　市町村及び都道府県は，各々の計画のフォロ一

アップのための組織（計画策定委員会の衣替え等

が考えられる）を作り，定期的（毎年度一回程度）

計画の実施状況を点検すること。

○　これに基づき，計画の中間点前後において見直

しを行うこと。
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